
 

第 140 期定時株主総会招集ご通知 

その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 

 

 

・事業報告 

業務の適正を確保するための体制 

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

・計算書類 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

 

・連結計算書類 

連結株主資本等変動計算書 

連結注記表 

 

 

（2024 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日まで） 

京葉瓦斯株式会社 

 

 

 
上記の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、

書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載してお

りません。 
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業務の適正を確保するための体制 

 

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の

適正を確保するための体制の整備にかかわる当社取締役会決議の内容は次のとおりでありま

す。 

 

[取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制］ 

（１）代表取締役は、法令、定款および社会倫理に合致した企業倫理を遵守した事業活動が企

業の存続・発展のために不可欠であることを自らが常に念頭に置いて業務を執行すると

ともに、全ての取締役・従業員に対してその重要性について継続的に周知徹底を図る。 

（２）取締役会の意思決定・監督機能の充実を図るとともに、執行役員制度を導入し、業務執

行機能を強化する。 

（３）代表取締役および取締役は、「企業行動基準」を遵守した職務の執行がコンプライアン

ス確立のための基盤となるとの認識に基づき、自らこれを率先垂範し、また、従業員が

これを継続的に実践するための体制として、社長を委員長とする「コンプライアンス委

員会」を設置し、コンプライアンスの確保のための重要な方針ならびに諸施策の実施に

関する事項等の審議や報告を行い、施策を定期的に実施する。 

（４）法令等を遵守した職務の執行をサポートするための部署を設置するとともに、コンプラ

イアンス上の問題について社内または外部の内部通報窓口に通報・相談することができ

る体制を整備・運用することにより、取締役および従業員のコンプライアンス違反を未

然に防止する。 

（５）社長直轄の内部監査部署が法令等の遵守状況、職務の執行に係る適正性・有効性等の監

査を定期的に行うとともに、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、財務報告の信

頼性を確保する。 

（６）市民生活の秩序や安全に脅威を与え、企業の経済活動の障害となる活動を行う反社会的

勢力から違法または不当な要求があった場合は、毅然とした態度で一切これを排除する。 

 

[取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制］ 

（１）取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款および社内規程に基づき、確実

かつ適正に記録し、総務部長の責任の下、これらを保存および管理する。 

（２）前項の記録は、取締役および監査役は常時閲覧できるものとし、そのために適切な方法

により保存および管理を行う。 
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［損失の危険の管理に関する規程その他の体制］ 

（１）当社の事業活動において生じる可能性のある様々なリスクに適切に対応するため、経営

計画の策定にあたってこれらを総合的に評価し、各リスクに係る施策を決定し、遂行す

る。 

（２）当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、その発生を防止

し、または、発生時における迅速かつ適切な対応を行うため、社長、役付執行役員また

は各本部長を担当する執行役員を最高責任者とする管理体制を構築し、必要な施策を講

じる。また、その他のリスクについては、それぞれについて規程・マニュアル等を整備

し、また、必要な施策を講じることにより、これを管理する。 

 

［取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制］ 

（１）お客さま視点を根幹とした「経営理念」が当社の経営の拠り所であり、全ての業務遂行

にあたって最も重要な判断指針であることを全ての取締役および従業員に浸透させるこ

とにより、取締役の職務の執行が効率的かつ適正に行われることを確保する。 

（２）原則として毎月1回、取締役会を開催し、経営の基本方針、業務執行に関する重要事項

および会社法で定められた事項について審議および報告を行うことにより、取締役の効

率的かつ適法な職務の執行を確保する。 

（３）原則として毎週1回、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで開催し、主要な業務執行

にかかわる協議・報告を行うことにより、効率的かつ適切な業務執行が行われることを

確保する。 

（４）継続的な成長を遂げるための戦略および目標を定めた「中期経営計画」を策定し、また、

これを確実に達成するために必要となる施策を盛り込んだ「年次計画」を策定すること

により、具体的な職務の執行が効率的に行われることを確保する。 

（５）日常の業務執行については、社内規程により、その権限を適正に配分し、また、そのル

ールを遵守した処理を行うことにより、効率的かつ適正な業務執行が行われることを確

保する。 

 

［当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制］ 

（１）子会社については、自主性を尊重した経営を行わせる一方、役員として当社の役員また

は従業員を派遣することなどを通じて子会社の取締役の職務執行を監視・監督すること

により、子会社における業務の適正を確保する。 

（２）子会社における重要な業務執行の決定にあたり、「子会社管理規程」に基づき、当社へ

の報告を行うことなどを通じて、子会社における業務の適正を確保する。 

（３）子会社におけるコンプライアンス上の問題について、子会社の役員および従業員が当社

または外部の内部通報窓口へ通報・相談することができる体制を整備・運用することに

より、子会社における業務の適正を確保する。 

（４）子会社のコンプライアンスの推進を効果的に実施するため、当社の社長および子会社等

の代表者をメンバーとする「コンプライアンス協議会」を設置するとともに、当社のコ

ンプライアンス担当部署が子会社のコンプライアンスの推進を支援する。 
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［監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項］ 

（１）監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助するための組織として、取締役から独立した

「監査役室」を設置し、また、専従スタッフを配置する。 

（２）監査役室のスタッフの独立性を確保するため、当該スタッフの人事考課は監査役の意見

に基づき行い、また、人事異動等に関しては監査役と協議の上実施する。 

（３）当該スタッフは、専ら監査役の指揮命令を受け、監査役の職務の補助を行う。 

 

［取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制］ 

（１）監査役は、取締役会への出席を通じて取締役からの報告を受けるほか、常勤監査役は、

執行役員会および重要な会議への出席、決裁書その他職務の執行に関する重要書類を閲

覧し、また、何時でも必要に応じて取締役および従業員に対して説明や報告を求めるこ

とができる。 

（２）取締役および従業員は、その職務の執行状況やその他監査役の監査に必要な事項の説明

や報告を監査役から求められた場合、これに適切に対応する。 

（３）当社の取締役および従業員ならびに子会社の役員および従業員から当社または外部の内

部通報窓口へ通報・相談されたコンプライアンス上の問題は、内部通報窓口を所管する

部署から当社の監査役へ適時・適切に報告する。なお、当該通報・相談をした者に対し、

当該通報・相談をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。 

 

［その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制］ 

（１）社長と監査役は、定期的な意見交換の場を持つことなどにより、相互の意思疎通を図る。 

（２）監査計画に基づく監査役の往査・調査の実施にあたっては、対象部署および子会社は、

適切な資料の準備・提供や適切な回答を行うことなどにより、実効性のあるものとなる

よう十分な対応を行う。 

（３）監査役が、会計監査人、内部監査部署と連携することにより、監査の実効性を確保でき

る体制とする。 

（４）監査役がその職務の執行について、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたと

きは、速やかに当該費用または債務を処理する。 
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとお

りであります。 

 

・取締役会を年12回開催し、法令や定款に定める事項、重要な業務執行に関する事項等の審

議・報告を行いました。 

・社外取締役の選任により、取締役会による取締役の職務執行の監督機能を強化いたしまし

た。 

・「コンプライアンス委員会」を年1回、「コンプライアンス協議会」を年1回開催するとと

もに、内部通報制度の窓口として「コンプライアンスホットライン窓口」を総務部および

社外の法律事務所に設置し、当社および子会社におけるコンプライアンス違反の防止に取

り組みました。 

・内部統制室が社内全部署を対象とした内部監査を実施し、法令等の遵守状況、職務の遂行

に係る適正性・有効性等の確認を行いました。また、金融商品取引法等の法令に準拠し財

務報告に係る内部統制の有効性の評価を行いました。 

・監査役会を年4回開催し、監査方針・監査計画の協議や監査状況の報告等を行うとともに、

取締役会等の重要な会議への出席や社長との定期的な意見交換などにより、取締役の職務

の執行が法令および定款に適合していることの確認を行いました。 

・監査役は会計監査人および内部統制室と連携し、社内の全部署の監査や子会社の事業運営

状況の確認を行うことにより、当社および子会社における職務の執行に関する適法性の確

認を行いました。 
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株主資本等変動計算書 

2024年 １月 １日から 

2024年 12月 31日まで 

（単位：百万円） 

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

利益 

剰余金 

合計 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 

固定資産 

圧縮 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

当 期 首 残 高 2,754 36 36 688 247 64,980 843 66,759 

当 期 変 動 額                 

固 定 資 産 圧 縮 

積 立 金 の 取 崩 
        △ 5    5   

剰 余 金 の 配 当             △ 653 △ 653 

当 期 純 利 益             1,220 1,220 

自己株式の取得                 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
                

当 期 変 動 額 合 計          △ 5   571 566 

当 期 末 残 高 2,754 36 36 688 242 64,980 1,415 67,326 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産 

合計 自己株式 
株主資本 

合計 

その他有 

価証券評 

価差額金 

評価･換算 

差額等合計 

当 期 首 残 高 △ 99 69,451 5,890 5,890 75,342 

当 期 変 動 額           

固 定 資 産 圧 縮 

積 立 金 の 取 崩 
          

剰 余 金 の 配 当   △ 653     △ 653 

当 期 純 利 益   1,220     1,220 

自己株式の取得 △ 0 △ 0     △ 0 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)     5,520 5,520 5,520 

当 期 変 動 額 合 計 △ 0 566 5,520 5,520 6,086 

当 期 末 残 高 △ 99 70,017 11,411 11,411 81,428 
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個 別 注 記 表 

2024年 １月 １日から 

2024年 12月 31日まで 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式等については移動平均法による原価法、その他有価証券のう

ち、市場価格のない株式等以外のものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）、市場価格のな

い株式等については移動平均法による原価法によっている。なお、匿名組合出資金について

は、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益を営業外損益に計上するとともに、

出資金を加減する処理を行っている。 

② 棚卸資産（製品、原料、貯蔵品） 

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）によっている。 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法によっている。ただし､1998年４月１日以降取得の建物(建物附属設備を除く)並びに

2016年４月１日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法によっている｡ 

② 無形固定資産 

定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっている。 

(3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務の

算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定

式基準によっている。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理している。また、数理計算上の差異に

ついてはその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定率法に

より、翌期から費用処理することとしている。 

③ ガスホルダ－修繕引当金 

球形ガスホルダ－の周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、次回修繕見積額を次

回修繕までの期間に配分して計上している。 

④ 器具保証引当金 

販売器具の保証期間内のメンテナンス費用の支出に備えるため、見積額を計上している。 

⑤ ポイント引当金 

ポイントサービスの利用による費用の支出に備えるため、当事業年度末後に要する費用の

見積額を計上している。 
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(4) 収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関しては、顧客との販売契約に基づいて商品及び製

品等を引き渡す履行義務を負っている。 

主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を

認識する通常の時点）は以下のとおりである。 

① ガス事業 

ガス事業に関しては、主に都市ガスの供給・販売を行っている。当該都市ガスの供給・

販売については、契約期間にわたり供給義務が発生し、供給の都度履行義務が充足される。

収益については、ガス事業会計規則に基づき、毎月の検針により使用量を計量し、それに

基づき算定される料金を当月分の収益とする検針日基準により計上している。 

② 電力小売事業 

電力小売事業に関しては、主に電力の販売を行っている。当該電力の販売については、

契約期間にわたり供給義務が発生し、供給の都度履行義務が充足されることから顧客に引

き渡した時点で収益を認識している。なお、実際に顧客が使用した電力量は毎月の検針に

て確定することから、収益については、当該検針による確定値に加え、決算月の検針日か

ら決算日までに生じた収益について見積ることにより計上している。 

 

２．収益認識に関する注記 

「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記(4) 収益及び費用の計上基準」に記載している。 

 

３．表示方法の変更に関する注記 

（損益計算書） 

前事業年度において「営業外収益」の「受取配当金」に含めていた「関係会社受取配当金」

(前事業年度 32百万円)は、当事業年度において金額的重要性が増したため、独立掲記している。 

 

４．会計上の見積りに関する注記 

繰延税金資産の回収可能性 

① 当事業年度の貸借対照表に計上した金額 

繰延税金資産(純額)                        ― 百万円 

(繰延税金負債と相殺前の金額は 3,077百万円) 

② その他の情報 

a.算出方法 

当社では、将来の課税所得の発生時期や主要な一時差異等の項目にかかる解消年

度のスケジューリングを行い、企業分類を判定し、回収可能と見込まれる金額につ

いて繰延税金資産を計上している。 

b.主要な仮定 

将来の事業計画を基礎として、課税所得の見積りや解消年度のスケジューリング

を行っている。 

c.翌期の計算書類に与える影響 

現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を

行っているが、将来の不確実な状況変化等によって影響を受ける可能性があり、実

際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合には、繰延税金資産

の金額に重要な影響を与える可能性がある。  
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５．貸借対照表に関する注記 

(1) 減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額                      244,647百万円 

無形固定資産の減価償却累計額                       12,638百万円 

(2) 保証債務 

借入金保証                                          1,975百万円 

 

６．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

売上高                                              3,998百万円 

仕入高                                              7,668百万円 

営業取引以外の取引高                                  595百万円 

 

７．株主資本等変動計算書に関する注記 

事業年度末日における自己株式数             普通株式      41,950株 

（注） 当社は、2025 年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っているが、

上記の事項は当該株式分割前の株式数を基準としている。 

 

８．税効果会計に関する注記 

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因 

繰越欠損金                                    1,596百万円 

退職給付引当金                                        608百万円 

減価償却費                                            348百万円 

その他                                                524百万円 

繰延税金資産合計                                    3,077百万円 

(2) 繰延税金負債の発生の主な原因 

その他有価証券評価差額金                            4,097百万円 

その他                                                 94百万円 

繰延税金負債合計                                    4,191百万円 

繰延税金負債の純額                                 1,113百万円 
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９．関連当事者との取引に関する注記 

 (1) 子会社及び関連会社等 

(単位:百万円) 

種類 
会社等の 

名称 

議決権等の所有

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

子会社 
京葉ガス 

不動産㈱ 

(所有) 

直接 100% 

不動産の賃貸借 

役員の兼任等 

債務保証 

(注 1) 
1,975 － － 

関連会社 
なのはなパイ

プライン㈱ 

(所有) 

直接 50.0% 

資金の貸付 

役員の兼任等 

資金の回収 892 
関係会社 

長期貸付金 
9,385 

利息の受取 237 
関係会社 

短期債権 
39 

(注 1) 京葉ガス不動産㈱の金融機関からの借入金につき債務保証を行ったものである。 

(注 2)  取引条件及び取引条件の決定方針等 

なのはなパイプライン㈱との取引は、市場金利等を勘案して、合理的に貸付条件を決定して

いる。 

 

10．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産                                      2,491.77円 

１株当たり当期純利益                                     37.35円 

（注） 当社は、2025 年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っている。当事

業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産及び１株当たり当期純

利益を算定している。 

 

11．重要な後発事象に関する注記 

株式分割及び定款の一部変更 

当社は、2024 年 11 月 28 日開催の取締役会の決議に基づき、2025 年１月１日付で株式分割及

び定款の一部変更を行っている。 

 

(1) 株式分割の目的 

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図るこ

とを目的としている。 

 

(2) 株式分割の概要 

① 分割の方法 

2024 年 12 月 31 日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質は 2024 年 12 月 30 日）

を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通

株式を、１株につき３株の割合をもって分割している。 
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② 分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数 10,935,000株 

今回の分割により増加する株式数 21,870,000株 

株式分割後の発行済株式総数 32,805,000株 

株式分割後の発行可能株式総数 120,000,000株 

 

③ 日程 

基準日公告日 2024年12月13日 

基準日 2024年12月31日 

効力発生日 2025年１月１日 

 

④ １株当たり情報に及ぼす影響 

１株当たり情報に及ぼす影響については「10．１株当たり情報に関する注記」に記載し

ている。 

 

(3) 定款の一部変更 

① 定款変更の理由 

今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第２項の規定に基づき、2025 年１月１日をもっ

て、当社定款第６条に定める発行可能株式総数を変更している。 

 

② 定款変更の内容 

変更の内容は以下のとおりである。 

（下線部が変更箇所） 

変更前定款 変更後定款 

(発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

４千万株とする。 

(発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

１億２千万株とする。 

 

③ 変更の日程 

取締役会決議日 2024年11月28日 

効力発生日 2025年１月１日 

 

12．その他の注記 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。 
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連結株主資本等変動計算書 

2024年 １月 １日から 

2024年 12月 31日まで 

（単位：百万円） 

    株主資本 

    資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

当 期 首 残 高 2,754  36  78,689  △ 271  81,208  

当 期 変 動 額           

  剰 余 金 の 配 当     △ 653    △ 653  

  
親会社株主に帰属する 

当 期 純 利 益 
    1,623    1,623  

  自 己 株 式 の 取 得       △ 0  △ 0  

  
株主資本以外の項目の 

当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 
          

当 期 変 動 額 合 計     969  △ 0  969  

当 期 末 残 高 2,754  36  79,659  △ 272  82,178  

 

    その他の包括利益累計額 

非支配株主 

持分 

純資産 

合計     

その他 

有価証券 

評価差額金 

退職給付に 

係る 

調整累計額 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当 期 首 残 高 6,025  2,163  8,189  3,136  92,534  

当 期 変 動 額           

  剰 余 金 の 配 当         △ 653  

  
親会社株主に帰属する 

当 期 純 利 益 
        1,623  

  自 己 株 式 の 取 得         △ 0  

  
株主資本以外の項目の 

当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 
5,614  △ 360  5,254  117  5,372  

当 期 変 動 額 合 計 5,614  △ 360  5,254  117  6,341  

当 期 末 残 高 11,640  1,803  13,444  3,253  98,876  
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連 結 注 記 表 

2024年 １月 １日から 

2024年 12月 31日まで 

 

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ５社 

京葉ガス不動産㈱ 

京葉ガスカスタマーサービス㈱ 

京和ガス㈱ 

京和住設㈱ 

㈱道の駅しょうなん 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

   ＫＧＳＶリニューアブルエナジー(同) 

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除いている。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 ３社 

京葉住設㈱ 

京葉ガス情報システム㈱ 

なのはなパイプライン㈱ 

(2) 非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適

用範囲から除外している。 

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年

度に係る計算書類を使用している。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

京和住設㈱、㈱道の駅しょうなんの決算日は３月 31 日であり、９月 30 日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調

整を行っている。 

その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致している。 

４．会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについては決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法によっている。なお、匿

名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社グループに帰属する持分相当損益を営

業外損益に計上するとともに、出資金を加減する処理を行っている。 

② 棚卸資産（製品、原料、貯蔵品） 

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）によっている。 
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法によっている。ただし､1998年４月１日以降取得の建物(建物附属設備を除く)並びに

2016年４月１日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法によっている｡ 

② 無形固定資産 

定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっている。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 

② 役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社は役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上している。 

③ ガスホルダ－修繕引当金 

球形ガスホルダ－の周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、次回修繕見積額を次

回修繕までの期間に配分して計上している。 

④ 器具保証引当金 

販売器具の保証期間内のメンテナンス費用の支出に備えるため、見積額を計上している。 

⑤ ポイント引当金 

ポイントサービスの利用による費用の支出に備えるため、当連結会計年度末後に要する費

用の見積額を計上している。 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準 

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関しては、顧客との販売契約に基づいて商

品及び製品等を引き渡す履行義務を負っている。 

主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を

認識する通常の時点）は以下のとおりである。 

① ガス事業 

ガス事業に関しては、主に都市ガスの供給・販売を行っている。当該都市ガスの供

給・販売については、契約期間にわたり供給義務が発生し、供給の都度履行義務が充足

される。収益については、ガス事業会計規則に基づき、毎月の検針により使用量を計量

し、それに基づき算定される料金を当月分の収益とする検針日基準により計上している。 

② 電力小売事業 

電力小売事業に関しては、主に電力の販売を行っている。当該電力の販売については、

契約期間にわたり供給義務が発生し、供給の都度履行義務が充足されることから顧客に

引き渡した時点で収益を認識している。なお、実際に顧客が使用した電力量は毎月の検

針にて確定することから、収益については、当該検針による確定値に加え、決算月の検

針日から決算日までに生じた収益について見積ることにより計上している。 
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(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

退職給付に係る会計処理の方法 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給

付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債に計上している。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっている。 

過去勤務債務についてはその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により費用処理している。 

数理計算上の差異についてはその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定率法により、翌連結会計年度から費用処理することとしている。 

 

【収益認識に関する注記】 

１．収益の分解 

(単位：百万円) 

 報告セグメント 
その他 合計 

ガス 電力小売 不動産 計 

ガス 

電力小売 

その他 

86,208 

－ 

－ 

－ 

15,350 

－ 

－ 

－ 

－ 

86,208 

15,350 

－ 

－ 

－ 

12,283 

86,208 

15,350 

12,283 

顧客との契約から 

生じる収益 
86,208 15,350 － 101,559 12,283 113,842 

その他の収益 － － 1,431 1,431 335 1,767 

外部顧客との売上高 86,208 15,350 1,431 102,990 12,618 115,609 

 

２. 収益を理解するための基礎となる情報 

 「【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】 ４．会計方針に関する

事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載している。 

 

３. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

① 契約資産及び契約負債の残高 

                                 (単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 

② 残存履行義務に配分した取引価格 

当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実

務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略している。また、顧客との契

約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はない。 

  

 期首残高 期末残高 

顧客との契約から生じた債権 9,791 11,032 

契約資産 773 949 

契約負債 1,255 1,546 
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【会計上の見積りに関する注記】 

１．繰延税金資産の回収可能性 

(1) 当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額             155百万円 

(繰延税金負債と相殺前の金額は 2,642百万円) 

 

(2) その他の情報 

① 算出方法 

当社グループでは、将来の課税所得の発生時期や主要な一時差異等の項目にかかる解消年

度のスケジューリングを行い、企業分類を判定し、回収可能と見込まれる金額について繰延

税金資産を計上している。 

② 主要な仮定 

将来の事業計画を基礎として、課税所得の見積りや解消年度のスケジューリングを行って

いる。 

③ 翌期の連結計算書類に与える影響 

現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行ってい

るが、将来の不確実な状況変化等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税

所得の時期及び金額が見積りと異なった場合には、繰延税金資産の金額に重要な影響を与え

る可能性がある。 

 

【連結貸借対照表に関する注記】 

１．有形固定資産の減価償却累計額                                  263,554百万円 

２．無形固定資産の減価償却累計額                                   12,608百万円 

 

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】 

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数      普通株式  10,935,000株 

（注） 当社は、2025 年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っているが、上

記の事項は当該株式分割前の株式数を基準としている。 

２．配当に関する事項 

(1)当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

① 2024年３月 27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議している。 

株式の種類     普通株式 

配当金総額   326 百万円 

１株当たり配当額 30.00円 

基準日 2023年 12月 31日 

効力発生日 2024年 ３月 28日 

 

② 2024年７月 30日開催の取締役会において、次のとおり決議している。 

株式の種類 普通株式 

配当金総額 326百万円 

１株当たり配当額 30.00円 

基準日 2024年６月 30日 

効力発生日   2024年８月 27日 
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(2)当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

   2025年３月 27日開催の定時株主総会において、次のとおり提案している。 

株式の種類               普通株式 

配当金総額                       381百万円 

配当の原資 利益剰余金 

１株当たり配当額 35.00円 

基準日 2024年 12月 31日 

効力発生日 2025年 ３月 28日 

（注） 当社は、2025年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っているが、

2024年12月31日を基準日とする配当については、株式分割前の株式数を基準とした金額を

記載している。 

 

【金融商品に関する注記】 

１．金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、資金調達につ

いては金融機関からの借入や社債発行により行っている。 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは内部管理規程に沿ってリスク低減を図ってい

る。投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っ

ている。また、主に関係会社に対し貸付を行っている。 

社債及び借入金の使途は設備投資等に係る長期資金であり、一部の長期借入金の金利変動リ

スクに対して金利スワップ取引を実施し、リスクの低減を図っている。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2024年 12月 31 日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については次のとおりである。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額(＊1) 時価(＊1) 差額 

(1)投資有価証券 

(2)長期貸付金 

(3)社債(＊2) 

(4)長期借入金(＊2) 

22,244 

9,493 

(802) 

(27,261) 

22,244 

9,493 

(736) 

(26,460) 

－ 

－ 

65 

801 

（＊1）負債に計上されているものについては、（ ）で示している。 

（＊2）社債及び長期借入金には、１年以内に返済予定のものを含めている。 

 

(注 1) 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金は現金又は短期間で決済され時価

が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略している。 

(注 2) 子会社及び関連会社株式等（連結貸借対照表計上額 3,536 百万円）並びに非上場株式等

（連結貸借対照表計上額 512 百万円）は市場価格がないため、「金融商品の時価等の開示

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19 号 2020 年３月 31 日）第５項に基づき、

時価開示の対象としていない。 

(注 3) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資

（連結貸借対照表計上額 4,785 百万円）については、「時価の算定に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2021年６月 17日）第 24－16項に基づき、時価

開示の対象としていない。  
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類している。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した

時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

している。 

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

（単位：百万円） 

区分 時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 21,993 251 － 22,244 

 

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

（単位：百万円） 

区分 時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期貸付金 

社債 

長期借入金 

－ 

－ 

－ 

9,493 

736 

26,460 

－ 

－ 

－ 

9,493 

736 

26,460 

 

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

    ① 投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１の時価に分類している。連結子会社が保有している社債は、市場での取

引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の

時価に分類している。投資信託は取引金融機関から提示された基準価額を用いて評価してお

り、その時価をレベル２の時価に分類している。 

② 長期貸付金 

長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定され

る利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類している。 

③ 社債 

社債の時価については、元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に想定される利率で

割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類している。 

 ④ 長期借入金 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類している。変動金利

による長期借入金のうち金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、当該

金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用さ

れる合理的に見積もられる利率で割り引いて算定している。 
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【賃貸等不動産に関する注記】 

１．賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社及び一部の子会社では、千葉県その他の地域において、賃貸用の物流倉庫等（土地を含

む）を有している。 

２．賃貸等不動産の時価に関する事項                                  （単位：百万円） 

連結貸借対照表計上額 時価 

21,845 37,813 

（注 1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。 

（注 2）当連結会計年度末の時価は、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額で

ある。 

 

【１株当たり情報に関する注記】 

１．１株当たり純資産                                                2,973.87円 

２．１株当たり当期純利益                                              50.49円 

（注） 当社は、2025 年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っている。当連

結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産及び１株当たり当

期純利益を算定している。 

 

【重要な後発事象に関する注記】 

１． 株式分割及び定款の一部変更 

当社は、2024年11月28日開催の取締役会の決議に基づき、2025年１月１日付で株式分割及び定

款の一部変更を行っている。 

 

(1) 株式分割の目的 

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図る

ことを目的としている。 

 

(2) 株式分割の概要 

① 分割の方法 

2024年12月31日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質は2024年12月30日）を基準

日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式を、

１株につき３株の割合をもって分割している。 

 

② 分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数 10,935,000株 

今回の分割により増加する株式数 21,870,000株 

株式分割後の発行済株式総数 32,805,000株 

株式分割後の発行可能株式総数 120,000,000株 
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③ 日程 

基準日公告日 2024年12月13日 

基準日 2024年12月31日 

効力発生日 2025年１月１日 

 

④ １株当たり情報に及ぼす影響 

１株当たり情報に及ぼす影響については【１株当たり情報に関する注記】に記載している。 

 

(3) 定款の一部変更 

① 定款変更の理由 

今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第２項の規定に基づき、2025 年１月１日をもって、

当社定款第６条に定める発行可能株式総数を変更している。 

 

② 定款変更の内容 

変更の内容は以下のとおりである。 

（下線部が変更箇所） 

変更前定款 変更後定款 

(発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

４千万株とする。 

(発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

１億２千万株とする。 

 

③ 変更の日程 

取締役会決議日 2024年11月28日 

効力発生日 2025年１月１日 

 

【その他の注記】 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。 


